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事 業 者 排 出 量 削 減 計 画
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京都市下京区中堂寺櫛笥町1番地

氏名 く法人にあって ,

聯

電話

特定事業君の

主たる業種
一般乗用旅客自動車運送事業

該当す る事業

者要件
打 京罰S府地球温暖化対策条例施行規則第 10条第 1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油 に,

算して1,500キロリットル以上))
10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック/

打

又はバス100台以上 鉄道車両150両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して3000トン以上))

計 画 期 間 平成  18 年   4 月 平成 2 0  年 3 月

丞 本 方 針 肝宋日切単殊武宮社は1泉郡灘定苫Jを生み出した穴朴をな稲とする旅行述遠料舞者として、環lJt供全活lyJに収り祉み 法 令寄を運守し、
命J英以来増う「安全J「快適J「信頼Jを基本とする商品質なサービスの提供によりjL拡に貢献し、企来活助と自然環境の制和を目指して 社 会的
女任を果たします。

推 進 体 制 II締役社長を統■環境保全皆コ!文任者とする環境lAttltr動を辿体制を与入し、取締役述輸部長を統拒環境保全推進責任をとして本社 各 省栄
センターおよび環境保全推進事務Fjで取り紅みを行っている。

午反 ことの具
体的な取組及
び措置

期

運輸部 首繁車両くジャンポ ハ イヤー除く)の アイ ドリングス トップ】モヘ順次金1と代智を実館 (代 密完了は平成22年q予 定)

述輸部 各 皆栄センター Iヨ トライフ (環境に住 しい運転)の英授 協 育を行い 1 :向 燃資を1 "上させ ‖ 気カス 駐 首を低減 させる。 ( r _ F菜日
熙に環境現 Bの チャック項 目を追加など)

18-19 官 米 い  営 業 球

空 線 配 正 ヤ ラ わ ―
卜け●F_り し ,Sな とそ211rし持P■lL HIそrrい ま たI柔 十四原 Itなど専rl店貞が現】世赳Jとを行 うこと
に優 しい配車を行 う。

18‐,9
イ黎 補 邸 P Hヽ 法定点枚rrl日に環境に影骨する項目を加えてⅢP5整前 点 検を行う。法令筆を逆守して鹿栞物の適正延型を行う.

総務部 Ⅲ来 ″i内 ぐワ拘 ユ イル 千~ l u 別 々"ヒ逆 ,つ 。 ク リ~ン な ヽ  一 磁 に 家 茶"的 五 例 映 確 辿 のた り の 仕 円 アー タ の迪 上

管理 を行 う.

温 軍 効 果 刀 ス

の排出量等 排出区分
基準年度 (英槙 ,

( 16 )年 度
〈二酸化炭素換外 〈1))

日棋 年 度 (Hf四 ,

(  1 9  )年 度

〈二酸化炭繁張算 (1))

目慨 準

(計画 )

〈% )

A事 業所等排出区分 83155  t 8 0 0 8 7  t -4  %

B輸 送車両JF出区分 12846 53   t 12204 23   t -5 %

Cそ の他りF出区分 000 t 0 00   t %

排出合計 】     1367808 t ■2            13005 10   t -5  %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二磁化炭来換算 (1

森林の保全及び整備 〈整抑両和) (破取■) t

府内産の木材の利用 〈利用埜) m. (Hl滅量) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

(売電 量) k■l (削減量) t

〈熱快結量) 〈削減曇) t

グ リー ン電力の購入 (跡入■) kwh 〈UJ減曇) t

削減量等合計 t

差 引排 出量

(llllL合計一14暇今合 卜ヽ)

基準年度 (実績 ) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
Ⅲl              13678 08   t 口)●。    1300510 t -5 %

特 記 事 項
平成11年5月低公害車プリウスをタクシーとしてはじめて導入(平成18年現在10台運行)。平成17年6月

20日に「捕茶自動車株式会社 環 境方針」を決定古全社で「環境に優しい経営」をめざし活動を行つてい
る。中央営業センターが平成17年9月9日に交通エコロジー 。モビリティ財回の審査を経て「グリーン経営
認証」を取得した。「エコドライブの実践」など、社員のソフト面での日々の取り組みにとどまらず、
ハード(設備)面においても、平成17年11月にアイドリングストップ車の試験導入後、全てのタクシー車両
のアイドリングストップ車への車両代替計画を決定。現在順次、代替を進めている。

連  絡   究 担  当   部   署

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

r■1該 曽する□には、 レrl lを記入してくださいも特定1'栄4以 タトで由■参l11される1丁来者の方は レ 印の記入は不要です。

2「 水HL午″Jと は,|四畑"口の市,1:政を  「 1媒 1'波」とは言!Ⅲ I UいJの最終l12をいいます。

3「 J「業j折年妹ⅢⅢえ分Jと は 京 加i l l内のJ「栄所年のJ'米活IJ lのためのエネルギーの世川に‖い充4:するlt r  i効米ガスを  「輸送1二""靭1, X  t t J
とは 白 17 1Ⅲ述とJ 米ヽイについては世チ‖の本拠の位 ■をよ加;,付内とする十両のlll  ⅢⅢするliJモ効米ガスを 鉱 ,■J 来ヽイについては水布する生物Ⅲ
向文は旅41t " jの柳1“する 1ヽ■効,tガスを  「そのlL〕H‖スク)Jと は L肥 以タトの方て抑打付内におけるⅢ栄i■年の:!F  t t i I  I l lにいい究4:する批“効
米ガスをいいます。

4「 特祀Jt, I Jには、‖ち成2Ⅲ政 (19 9 0 1 i 1 4 )を 1に対にとしたll l代の対,ヒやエネルギー万て11■C0 7 1ⅢⅢⅢヽ、行エネ製前,W充など紅ヤの油■
効米ガス捌イ 打Ⅲ減へのlt献 グ リーン湖Xの 択), 特定フr3ンなどの条例r常せタトの出1■効火ガスの出J減などを沌人してください。


